
一
、
は
じ
め
に

　

近
世
漁
業
の
再
生
産
構
造
を
支
え
る
重
要
な
要
素
と
考
え
ら
れ
る
の
が
「
仕

入
（
仕
込
）」
と
「
魚
市
場
」
で
あ
る
。「
仕
入
」
と
は
、
漁
民
に
対
す
る
必
要

経
費
・
諸
物
資
の
前
貸
し
を
指
す
。
農
閑
余
業
的
な
漁
業
は
別
と
し
て
、
本
格

的
な
漁
業
は
漁
船
・
漁
網
・
漁
具
・
飯
米
な
ど
を
必
要
と
す
る
が
、
近
世
期
の

直
接
生
産
者
た
る
漁
民
は
、
そ
の
全
て
を
自
弁
で
き
な
い
場
合
が
多
か
っ
た
。

ま
た
、
こ
う
し
た
漁
民
に
と
っ
て
、
漁
業
に
つ
き
も
の
の
漁
閑
期
や
不
漁
期
の

生
活
を
ど
の
様
に
維
持
す
る
か
も
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
地
域

に
よ
っ
て
程
度
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
多
く
の
漁
村
で
「
仕
入
」
へ
の
依
存

が
見
ら
れ
た

（
１
）。

一
方
で
漁
業
は
、
そ
の
性
格
上
、
自
給
自
足
は
不
可
能
で
、

漁
獲
物
の
換
金
化
を
必
然
と
し
た
か
ら
、
そ
の
場
と
し
て
の
「
魚
市
場
」
の
存

在
も
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
仕
入
と
魚
市
場
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
軸
に
し
て
、
近
世
期
の
漁
業
編

成
を
担
っ
て
い
た
の
が
「
問
屋
仕
入
（
仕
込
）
制
度
」
で
あ
り
、
そ
の
典
型
的

形
態
の
一
つ
が
、
長
門
国
日
本
海
沿
岸
地
域
の
浦
方
に
広
範
に
存
在
し
て
い
た

「
引
船
制
度
」
で
あ
る

（
２
）。

引
船
制
度
と
は
、
漁
村
内
の
引
船
問
屋
あ
る
い
は

魚
糶
問
屋
と
呼
ば
れ
る
問
屋
が
、「
仕
入
」
を
通
じ
て
引
船
・
引
子
と
呼
ば
れ

る
漁
民
を
支
配
・
扶
助
す
る
制
度
で
あ
る
。
問
屋
は
「
仕
入
」
の
見
返
り
と
し

て
「
魚
市
場
」
を
掌
握
し
、漁
獲
物
を
独
占
的
に
買
い
取
っ
た
り
、特
定
の
「
魚

市
場
・
魚
糶
場
」
を
通
じ
た
漁
獲
物
売
却
を
義
務
づ
け
た
り
す
る
こ
と
で
、
前

貸
し
資
金
の
回
収
と
と
も
に
利
潤
を
得
て
い
た

（
３
）。

　

一
方
、
日
本
海
沿
岸
に
広
く
確
認
で
き
る
引
船
制
度
は
、
同
じ
萩
藩
に
属
す

る
長
門
・
周
防
両
国
の
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
で
は
一
切
検
出
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
瀬
戸
内
地
域
で
は
「
商
主
」
と
い
う
問
屋
資
本
の
存
在
も
知

ら
れ
て
お
り

（
４
）、

仕
入
と
魚
市
場
を
通
じ
た
漁
業
編
成
は
同
様
に
存
在
し
て

い
た
。
た
だ
、
瀬
戸
内
地
域
で
は
、
漁
獲
物
売
却
に
対
す
る
問
屋
と
の
関
係
が

比
較
的
緩
や
か
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ（

５
）、漁

民
の
仕
入
に
対
す
る
依
存
度
や
、

魚
市
場
に
対
す
る
自
由
度
が
日
本
海
地
域
と
異
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
瀬
戸
内
海
地
域
に
、
日
本
海
地
域
の
引
船
制
度
と
は
異
な
る
漁
業

編
成
の
地
域
類
型
が
存
在
し
た
事
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
般
に
萩
藩
領
で

は
、
瀬
戸
内
海
地
域
は
日
本
海
地
域
に
比
し
て
商
品
経
済
の
発
展
の
度
合
い
が

高
か
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
漁
業
編
成
の
在
り
方
に
影
響

　
　
　
厚
狭
郡
埴
生
浦
に
お
け
る
魚
糶
場
と
仕
入

　
　
　
　
　
　
　

～
長
門
国
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
に
お
け
る
魚
市
場
の
一
形
態
～

�

木
　
部
　
和
　
昭
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を
及
ぼ
す
一
因
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

で
は
、
瀬
戸
内
海
地
域
を
特
徴
付
け
る
漁
業
編
成
の
在
り
方
、
あ
る
い
は
仕

入
と
魚
市
場
の
在
り
方
は
ど
の
様
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
点

に
関
し
て
は
未
解
明
の
部
分
が
多
く
、
日
本
海
地
域
に
比
し
て
研
究
の
蓄
積
に

乏
し
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
瀬
戸
内
海
地
域
に
お
け
る
漁
業

編
成
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
手
は
じ
め
と
し
て
、
長
門
国
厚
狭
郡
埴
生

（
６
）

浦
（
現
・
山
陽
小
野
田
市
埴
生
）
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
こ
の
海
域
の
漁
村
に

お
け
る
仕
入
と
魚
市
場
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

二
、
近
世
期
の
埴
生
浦
と
漁
業
実
態

　

埴
生
浦
は
、
長
門
国
厚
狭
郡
の
南
西
部
に
位
置
し
、
瀬
戸
内
海
に
面
し
た
漁

村
で
あ
る
。
近
世
期
に
は
、
萩
藩
領
吉
田
宰
判
に
属
し
、
漁
村
・
湊
で
あ
る
埴

生
浦
は
、
埴
生
村
の
一
部
を
占
め
て
い
た
。
埴
生
村
は
、「
地
方
」
と
「
町
方
」

か
ら
成
る
が
、
こ
れ
は
農
村
と
町
人
地
と
い
う
区
分
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

地
区
名
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
海
岸
部
に
位
置
す
る
埴
生
村
町
方
の
名
称
は
、
中

世
ま
で
山
陽
道
の
宿
場
町
で
あ
っ
た
事
に
由
来
し
て
い
る
。
慶
長
検
地
（
一
六

〇
七
～
一
一
年
実
施
）
で
は
、
埴
生
庄
に
「
市
屋
敷
」
一
〇
〇
ヶ
所
・
一
町
五

反
九
畝
一
〇
歩
・
高
四
九
石
一
斗
一
升
五
合
の
記
載
が
見
え
る

（
７
）

が
、
こ
れ

が
宿
場
町
で
あ
っ
た
名
残
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
近
世
期
の
山
陽
道
は
厚
狭
宿

か
ら
内
陸
部
の
吉
田
を
経
由
し
て
下
関
に
通
じ
る
よ
う
に
な
り
、
埴
生
を
通
過

す
る
街
道
は
脇
街
道
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
結
果
、
埴
生
村
町
方
は
、
宿

場
町
と
し
て
の
名
残
を
と
ど
め
な
が
ら
も
、
次
第
に
漁
村
・
湊
と
し
て
の
性
格

を
強
め
て
い
く
事
に
な
る
。
こ
の
結
果
、
続
く
寛
永
検
地
（
一
六
二
五
～
二
六

年
）
の
坪
付
帳
で
は
、
埴
生
村
の
市
屋
敷
は
姿
を
消
し
、
代
わ
っ
て
「
浦
屋
敷
」

九
八
ヶ
所
・
一
町
七
反
五
歩
・
高
四
四
石
七
斗
五
升
が
記
載
さ
れ
、
別
に
「
浦

浮
役
石
」
六
四
石
五
斗
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

（
８
）。

藩
は
こ
の
寛
永

検
地
を
契
機
に
、
埴
生
村
町
方
を
「
浦
」
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
埴
生
浦
の
「
浦
石
」
は
、
そ
の
後
の
貞
享
検
地
（
一
六
八
六
～
八

七
年
）
で
四
一
石
四
斗
と
な
り

（
９
）、そ

れ
が
宝
暦
検
地
（
一
七
六
一
～
六
四
年
）

で
も
踏
襲
さ
れ
て
幕
末
に
至
る
。
浦
石
に
基
づ
く
浦
立
銀
（
漁
業
に
対
す
る
本

年
貢
）
は
四
一
四
匁
で
あ
っ
た
。
な
お
、
貞
享
検
地
以
降
の
浦
石
は
、
実
質
的

に
は
漁
場
海
面
に
設
定
さ
れ
た
「
海
上
石
」
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
、
別
に

浦
屋
敷
石
が
存
在
し
た
は
ず
だ
が
、
そ
の
詳
細
は
畠
地
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り

不
明
で
あ
る
。

　

享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
の
「
埴
生
村
石
高
境
目
書
」（

10
）

に
よ
れ
ば
、

埴
生
浦
に
は
三
枚
帆
船
一
〇
艘
、
猟
船
三
二
艘
が
あ
り
、
お
お
よ
そ
の
漁
業
規

模
が
う
か
が
え
る
。
三
枚
帆
船
は
、
後
年
の
史
料
か
ら
見
て
上
荷
船
の
様
な
近

距
離
輸
送
も
し
く
は
荷
役
に
従
事
す
る
小
型
船
と
考
え
ら
れ
、
後
背
地
諸
村
に

対
す
る
物
資
の
積
出
・
積
入
港
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
事
を
示
し
て
い

る
。

　

時
代
は
下
っ
て
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
の
「
防
長
風
土
注
進
案
」・
埴

生
浦

（
11
）

に
よ
れ
ば
、
同
浦
に
所
属
す
る
船
は
、
八
〇
石
積
廻
船
一
艘
、
上
荷

船
三
七
艘
、
漁
船
六
六
艘
と
な
っ
て
い
る
。
享
保
期
に
比
し
て
、
小
型
な
が
ら

も
廻
船
が
出
現
し
、
上
荷
船
の
数
も
三
倍
に
増
加
す
る
な
ど
、
海
運
業
の
発
展
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が
う
か
が
え
る
が
、
こ
れ
は
萩
藩
全
般
的
な
趨
勢
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
注
目
す

べ
き
は
、
こ
の
百
年
余
り
の
間
に
漁
船
が
倍
増
し
て
い
る
点
で
あ
り
、
こ
の
間

の
着
実
な
漁
業
発
展
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
の
他
、「
注
進
案
」
か
ら
埴
生
浦
の
漁
業
趨
勢
に
関
す
る
記
述
を
拾
う
と

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
漁
場
に
つ
い
て
は
、
東
隣
の
浦
で
あ
る
吉
田
宰
判
末
益
村
梶
浦
と
の

境
が
津
布
田
村
三
ツ
石
ま
で
、
西
境
は
長
府
藩
領
境
（
木
屋
川
河
口
辺
か
）
ま

で
と
、
海
上
傍
示
が
定
ま
っ
て
い
た

（
12
）。

吉
田
宰
判
に
は
埴
生
浦
と
梶
浦
の

二
つ
し
か
浦
方
は
存
在
せ
ず
、
海
岸
部
に
位
置
す
る
津
布
田
・
松
屋
・
宇
津
井

の
三
ヶ
村
は
、
地
付
の
干
潟
漁
の
権
利
は
有
す
る
も
の
の
、
沖
合
の
漁
業
権
は

無
か
っ
た
。

　

次
に
漁
民
の
家
数
で
あ
る
が
、
地
方
・
町
方
・
福
田
村
を
合
わ
せ
た
埴
生
村

の
家
数
は
四
五
二
軒
、
そ
の
内
、「
漁
人
・
日
雇
挊
共
」
が
一
四
八
軒
を
占
め

て
い
る
。
日
雇
挊
（
日
用
層
）
は
浦
方
以
外
の
者
も
含
む
可
能
性
が
あ
り
、
正

確
な
漁
民
軒
数
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
こ
の
記
載
の
仕
方
か
ら
見
て
、
漁
業

を
し
な
が
ら
日
雇
稼
ぎ
も
行
う
よ
う
な
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
埴
生
町
方
の
風
俗
に
関
し
て
は
、「
此
地
は
浦
方
に
て
漁
人
半
を
過
く
、

残
り
は
商
家
・
日
雇
・
山
越
之
類
も
多
く
、
船
へ
乗
も
あ
り
、
舸
子
を
働
く
も

有
り
て
其
品
一
ツ
な
ら
す
、
或
は
農
商
相
半
す
る
も
あ
り
て
、
農
業
の
ミ
ハ
少

く
御
座
候
」
と
あ
り
、
漁
業
が
中
心
な
が
ら
も
、
雑
多
な
生
業
が
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

漁
業
生
産
額
に
関
し
て
は
、「
埴
生
浦
漁
船
六
六
艘
よ
り
諸
漁
取
揚
高
」
と

し
て
年
平
均
お
よ
そ
銀
二
六
貫
四
〇
〇
匁
を
計
上
し
て
い
る
。
米
・
雑
穀
を
除

く
埴
生
村
全
体
の
諸
産
物
売
払
高
が
銀
四
一
貫
一
四
二
匁
と
あ
る
か
ら
、
埴
生

村
の
銀
収
入
の
約
三
分
の
二
を
漁
業
が
占
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
漁
高

か
ら
見
れ
ば
、
浦
に
対
す
る
本
年
貢
で
あ
っ
た
浦
立
銀
四
一
四
匁
は
、
さ
ほ
ど

重
い
負
担
で
は
な
か
っ
た
様
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
他
、
漁
業
関
係
の
物
産
と

し
て
、
馬ま

て刀
貝
二
〇
石
・
代
銀
四
〇
〇
匁
、
蛤
三
〇
石
・
代
銀
六
〇
〇
匁
、
鉢

蟹
八
〇
〇
枚
・
代
銀
一
〇
〇
目
も
計
上
さ
れ
て
い
る
。
埴
生
浦
の
前
海
は
遠
浅

で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
こ
で
行
わ
れ
た
干
潟
漁
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
合

算
す
る
と
、埴
生
浦
の
漁
獲
高
は
銀
二
七
貫
五
〇
〇
匁
く
ら
い
の
規
模
に
な
る
。

　

埴
生
浦
の
漁
業
の
実
態
を
示
す
近
世
期
の
原
史
料
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な

い
が
、
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
の
「
旧
藩
漁
業
制
度
取
調
書
」
に
は
、

文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
の
埴
生
浦
漁
民
中
の
「
春
定

（
13
）」

な
る
史
料
が

掲
げ
ら
れ
て
お
り

（
14
）、

そ
の
漁
業
実
態
を
垣
間
見
る
事
が
で
き
る
。

　
　

一
漁
業
取
締
ニ
関
ス
ル
事
項

　
　
　

	

旧
藩
時
取
締
方
法
ハ
、
毎
年
正
月
十
六
日
春
定
ト
称
シ
、
漁
業
者
ヲ
限

リ
集
会
シ
テ
、
浦
惣
代
若
干
ヲ
撰
ヒ
、
取
締
及
施
行
方
ヲ
委
託
セ
リ
、

其
案
ハ
左
ノ
如
キ
約
束
ヲ
為
シ
来
レ
リ
、
尤
モ
毎
年
多
少
取
捨
ス
ル
点

ア
リ
ト
雖
モ
、
其
一
例
ヲ
掲
載
ス

　
　
　
　
　
　

春
定

　
　
　

一
引
網
・
投
網
漁
ハ
西
ハ
大
洲
ヨ
リ
東
ハ
真
崎
ト
相
定
メ
候
事

　
　
　
　
　

	
但
シ
、
投
網
・
引
網
漁
ハ
正
月
十
六
日
ヨ
リ
七
月
廿
三
日
迄
ハ
右

ノ
境
外
タ
リ
ト
モ
漁
業
相
成
不
申
、
尤
モ
網
漁
ハ
土
用
入
二
十
日
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先
キ
ヲ
過
テ
漁
業
ヲ
差
免
ス
ト
雖
モ
、
藻
ノ
内
ハ
七
月
廿
三
日
マ

デ
魚
類
養
育
ノ
為
メ
漁
業
致
ス
間
敷
、
立
テ
網
漁
ハ
此
限
リ
ニ
無

之
候
事

　
　
　

一	
烏
賊
柴
漬
ハ
土
用
ノ
入
ヲ
定
日
ト
致
シ
候
、
尤
モ
柴
数
ハ
船
一
艘
ニ

付
四
十
ト
相
定
候
事

　
　
　

一
烏
賊
柴
昼
後
引
・
昼
後
仕
直
シ
等
ハ
相
成
不
申
候
事

　
　
　

一
鵜
縄
ハ
九
月
朔
日
ヨ
リ
相
始
可
申
候
事

　
　
　

一	

投
網
漁
ハ
定
日
間
ノ
外
漁
業
相
成
不
申
共
、
釣
上
ゲ
ナ
シ
ノ
網
ハ
勝

手
ニ
可
致
候
事

　
　
　

一	

漁
人
拾
四
五
艘
ハ
甚
タ
難
渋
ノ
モ
ノ
ニ
付
、
申
合
ノ
上
、
境
外
丈
ケ

ハ
正
月
十
六
日
ヨ
リ
正
月
末
迄
ハ
漁
業
ヲ
差
免
可
申
候
事

　
　
　

一		

四
月
午
ノ
日
ヲ
限
リ
何
漁
ニ
テ
モ
漁
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
若
シ
当

日
漁
ヲ
ナ
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
、
翌
日
ヨ
リ
七
日
間
漁
業
ヲ
差
止
メ
可
申

候
事

　
　
　

	

右
ノ
条
々
堅
ク
相
守
可
申
、
若
シ
相
背
キ
候
得
ハ
惣
代
申
合
ノ
上
浦
年

寄
リ
ニ
申
出
、
漁
業
七
日
間
差
止
メ
可
申
約
束
ニ
有
之
候
事

　
　
　
　

文
化
十
一
戌
正
月
十
六
日　
　
　

浦
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浦
年
寄

　

埴
生
浦
で
は
毎
年
正
月
十
六
日
に
漁
業
者
が
集
会
し
て
浦
惣
代
を
選
出
し
、

浦
役
人
で
あ
る
浦
年
寄
と
共
に
「
春
定
」
と
称
す
る
そ
の
年
の
漁
業
に
関
す
る

取
り
決
め
を
策
定
し
て
い
た
。
文
化
十
一
年
の
「
春
定
」
を
見
る
と
、
漁
期
に

関
す
る
取
り
決
め
が
そ
の
中
心
で
あ
っ
た
。
漁
ご
と
に
細
か
な
漁
期
が
定
め
ら

れ
て
い
る
の
は
、
第
一
条
の
但
書
き
に
見
え
る
「
魚
類
養
育
ノ
為
」、
す
な
わ

ち
乱
獲
を
防
止
し
て
漁
業
資
源
を
保
全
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
特
に
重
視
さ
れ
て
い
る
の
が
「
藻
ノ
内
」
だ
が
、
こ
れ
は
埴
生
浦
沖
合
の

藻
場
を
指
す
と
推
定
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
東
隣
の
梶
浦
で
は
、
沖
合
一
里
半
の

外
を
入
会
漁
場
、
そ
れ
以
内
の
「
藻
付
」
と
呼
ば
れ
る
海
域
を
根
付
の
専
用
網

代
と
し
て
お
り

（
15
）、

こ
の
海
域
で
は
藻
場
が
重
要
な
漁
場
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

漁
法
と
し
て
は
、
引
網
・
投
網
・
立
網
・
烏
賊
柴ふ

し
づ
け漬

・
鵜
縄
が
見
え
る
。
鵜

縄
は
鵜
飼
漁
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
浅
海
で
行
う
鵜
縄
網
漁
を
指
す
と
思
わ

れ
る
。
漁
船
単
位
で
操
業
す
る
漁
が
多
い
か
ら
、
釣
漁
や
延
縄
漁
も
行
わ
れ
て

い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
定
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
埴
生
浦
漁
人
の
中
に
は
経

済
的
に
困
窮
し
て
い
る
者
が
居
り
、
彼
ら
の
漁
船
一
四
、
五
艘
に
関
し
て
は
、

そ
の
救
済
の
た
め
、
境
外
（
お
そ
ら
く
藻
ノ
内
と
い
う
専
用
漁
場
の
外
）
と
い

う
限
定
は
あ
っ
た
が
、
漁
期
外
の
操
業
を
認
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
小
漁
民
の

生
活
維
持
に
配
慮
す
る
点
と
い
い
、
水
産
資
源
涵
養
の
た
め
の
漁
期
制
限
と
い

い
、
概
し
て
こ
の
春
定
は
、
浦
の
共
同
体
規
制
が
機
能
し
て
い
る
様
子
を
示
す

も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
埴
生
浦
の
漁
業
に
関
す
る
補
足
と
し
て
、
隣
浦
の
末
益
村
梶
浦
の
漁

業
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
く
。
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
の
「
末
益
村
由
来

書
（
16
）」

に
は
、
梶
浦
の
漁
業
の
様
子
に
つ
い
て
「
年
中
猟
之
事
、
春
二
月
よ

り
五
月
迄
鯔
・
鰯
・
い
か
猟
仕
候
事
、
尤
う（

鰯

）
わ
し
猟
之
儀
ハ
六
七
ヶ
年
已
来
地

引
小
あ
ミ
仕
候
事
、
六
七
月
之
間
少
宛
小
猟
仕
候
事
、
八
月
末
よ
り
十
月
迄
あ

み
猟
仕
候
事
、
十
一
月
よ
り
正
月
迄
少
も
猟
無
御
座
候
事
」
と
あ
る
。
梶
浦
は

三
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浦
石
三
石
と
、
浦
の
規
模
と
し
て
は
埴
生
浦
の
十
分
の
一
に
も
満
た
な
い
が
、

天
保
期
の
漁
船
数
は
四
九
艘
に
及
び

（
17
）、

地
理
的
環
境
も
ほ
ぼ
埴
生
浦
と
同

じ
で
あ
る
か
ら
、
漁
業
の
態
様
も
似
通
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
梶
浦
の
漁
期
で
、
十
一
月
か
ら
正
月
ま
で
が
漁

閑
期
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
先
の
埴
生
浦
の
「
春
定
」
は
漁
ご
と
の
取
り

決
め
が
複
雑
で
わ
か
り
に
く
い
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
埴
生
浦
も
冬
季
は
漁
閑
期

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
の
が
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）

十
二
月
に
吉
田
宰
判
厚
狭
市
が
出
願
し
た
魚
問
屋
株
新
設
に
関
す
る
願
書

（
18
）

で
あ
る
。
山
陽
道
の
宿
場
町
で
あ
る
厚
狭
市
は
、
公
儀
役
人
等
の
通
行
の
際
に

必
要
な
魚
を
確
保
す
る
た
め
、魚
問
屋
株
の
新
設
を
藩
に
申
請
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
出
願
の
背
景
に
は
、
近
在
の
浦
で
あ
る
埴
生
・
梶
両
浦
の
漁
業
形
態

が
関
わ
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
厚
狭
市
は
通
常
は
埴
生
・
梶
両
浦
か
ら
魚
類

を
仕
入
れ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
両
浦
は
「
夏
漁
之
場
所
ニ
而
、
春
彼
岸
よ
り

秋
彼
岸
迄
漁
仕
、其
余
冬
海
ニ
相
成
候
而
者
漁
一
切
無
御
座
」と
い
う
状
態
だ
っ

た
の
で
、
冬
場
の
魚
類
の
確
保
に
苦
労
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
従
来
は
「
西

北
之
浦
（々
下
関
及
び
豊
浦
郡
諸
浦
と
推
定
）」
か
ら
持
ち
込
ま
れ
る
魚
類
に
依

存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、
そ
の
流
通
は
円
滑
を
欠
い
て
い
た
。
そ
こ
で
、

十
一
月
か
ら
二
月
彼
岸
ま
で
の
間
、
西
浦
の
魚
の
み
を
取
り
扱
う
魚
問
屋
を
厚

狭
市
に
設
置
し
た
い
と
願
い
出
た
の
で
あ
る
。
こ
の
出
願
に
対
し
、
藩
は
利
害

関
係
の
あ
る
埴
生
浦
・
梶
浦
へ
の
地
下
尋
を
指
示
し
た
が
、
両
浦
共
に
差
閊
な

い
旨
を
回
答
し
た
た
め
、
魚
問
屋
設
置
は
翌
年
正
月
に
免
許
さ
れ
て
い
る
。
以

上
の
経
緯
か
ら
見
て
、
幕
末
期
の
埴
生
浦
も
、
冬
季
が
漁
閑
期
で
あ
っ
た
事
は

明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
漁
獲
物
の
販
路
の
一
つ
が
、
内
陸
部
の
宿
駅
で

あ
っ
た
厚
狭
市
で
あ
っ
た
事
も
う
か
が
え
る
。

三
、
埴
生
浦
の
魚
糶
場

　

以
上
の
よ
う
な
漁
業
を
営
ん
で
い
た
埴
生
浦
に
お
け
る
魚
市
場
は
ど
の
様
な

も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
沙
汰
が
、
文
政
三
年

（
一
八
二
〇
）十
二
月
、吉
田
宰
判
下
代
中
村
権
左
衛
門
よ
り
交
付
さ
れ
て
い
る
。

以
下
、
そ
の
全
文
を
掲
げ
る

（
19
）。

埴
生
浦
魚
せ
り
場
之
儀
ハ
、
先
年
よ
り
年
限
を
以
受
負
入
札
被
仰
付
、
落

札
辻
銀
高
之
内
を
以
浦
手
江
助
銀
被
立
下
、無
利
米
貸
付
等
を
も
被
仰
付
、

漁
人
中
取
得
魚
鳥
不
残
せ
り
場
江
持
込
、
売
払
口
銭
相
備
可
申
儀
勿
論
之

事
ニ
候
処
、
近
年
猥
ニ
相
成
、
漁
人
共
我
儘
を
構
、
中
買
之
者
猶
地
下
人

共
遣
料
肴
売（

買
）得

之
者
江
直
売
仕
、
余
分
売
捌
候
而
も
誠
ニ
申
分
而
已
ニ
口

銭
纔
宛
請
負
之
者
江
差
出
類
茂
有
之
様
相
聞
、
甚
以
不
心
得
之
事
ニ
候
、

右
様
之
趣
故
共
歟
、
前
方
と
違
追
々
落
札
之
銀
高
も
減
候
様
相
成
、
第
一

御
公
損
ニ
至
り
、
且
右
落
札
辻
銀
高
相
減
候
付
而
ハ
浦
手
江
被
立
下
候
助

銀
を
も
減
少
被
仰
付
、
於
浦
方
も
迷
惑
事
ニ
候
、
依
之
已
来
之
儀
ハ
何
程

纔
之
儀
ニ
て
も
、
漁
人
共
取
得
候
分
魚
鳥
共
不
残
セ
リ
場
江
持
込
売
捌
候

様
申
付
候
、
若
不
心
得
之
者
有
之
、
中
買
之
者
直
買
仕
族
も
有
之
候
ハ
ヽ
、

請
負
人
見
当
次
第
押
取
可
申
、
猶
於
趣
ハ
詮
儀
之
上
屹
と
咎
可
申
付
候
、

此
段
漁
人
中
江
手
堅
可
申
聞
候
、
若
又
直
買
仕
者
を
受
負
人
見
当
候
而
も

押
取
候
儀
於
令
宥
免
ハ
是
又
詮
儀
之
上
依
品
遂
吟
味
候
条
、
此
段
庄
屋
・

三
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年
寄
・
畔
頭
其
外
浦
手
惣
代
之
者
よ
り
不
絶
申
聞
せ
、
猥
之
儀
無
之
様
ニ

可
遂
心
遣
候
、
尚
不
時
ニ
手
子
之
者
を
も
差
廻
候
事

　

	

右
去（

文
化
十
三
年
）

ル
子
年
令
沙
汰
置
候
通
心
得
違
無
之
様
、
猶
又
手
堅
可
有
沙
汰
候
、
已

上

　
　
　
　

辰
（
文
政
三
年
）十

二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
（
吉
田
宰
判
下
代
）

村
権
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

大 

庄 
屋

　
　
　
　
　
　

伯
野
善
三
郎
殿

　

魚
糶
場
が
創
設
さ
れ
た
「
先
年
」
が
、
史
料
に
見
え
る
「
去
ル
子
年
」
す
な

わ
ち
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
を
指
す
の
か
、
そ
れ
以
前
な
の
か
は
不
明
で

あ
る
。
た
だ
、
埴
生
浦
で
は
文
化
十
二
年
四
月
に
波
戸
場
築
造
を
計
画
し
、
そ

の
経
費
を
捻
出
す
る
べ
く
、「
木
綿
入
札
会
」
と
い
う
富
く
じ
の
一
種
を
興
行

す
る
事
を
藩
に
出
願
し
て
い
る

（
20
）。

こ
れ
に
対
し
藩
が
免
許
を
与
え
た
か
ど

う
か
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
だ
が
、
も
し
却
下
さ
れ
た
と
す
る
と
、
そ
の
代
替
措

置
と
し
て
こ
の
魚
糶
場
取
立
て
が
認
可
さ
れ
、
後
述
す
る
「
助
銀
」
が
波
戸
場

築
造
経
費
に
充
当
さ
れ
た
事
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
文
化
十

三
年
が
魚
糶
場
創
設
年
で
あ
っ
た
と
見
て
も
辻
褄
が
合
う
が
、
今
の
と
こ
ろ
推

測
の
域
を
出
な
い
。

　

埴
生
浦
で
は
魚
糶
場
は
、
少
な
く
と
も
文
化
十
三
年
以
前
に
設
置
が
免
許
さ

れ
、
年
限
を
定
め
て
請
負
人
を
入
札
に
よ
っ
て
選
定
す
る
事
に
な
っ
て
い
た
。

入
札
に
よ
る
選
定
と
は
、
最
も
高
額
の
運
上
銀
上
納
を
請
け
負
っ
た
者
に
、
一

定
期
間
、
魚
糶
場
の
経
営
を
委
託
す
る
方
式
で
あ
る
。
全
漁
民
は
、
こ
の
公
許

さ
れ
た
魚
糶
場
で
の
漁
獲
物
の
売
却
を
義
務
づ
け
ら
れ
、
魚
糶
場
請
負
人
に
選

定
さ
れ
た
商
人
は
、
仲
買
人
な
ど
か
ら
魚
代
金
を
回
収
し
て
漁
民
に
支
払
う
一

方
、
魚
売
上
代
金
の
一
定
額
を
口
銭
と
し
て
徴
収
し
、
そ
こ
か
ら
運
上
銀
を
公

納
し
た
の
で
あ
る
。
豊
漁
の
際
は
口
銭
額
も
増
加
す
る
の
で
、
魚
糶
場
請
負
人

の
利
益
も
増
大
す
る
が
、
不
漁
に
な
る
と
口
銭
額
が
運
上
銀
額
に
引
足
ら
な
い

場
合
も
生
じ
る
か
ら
、
リ
ス
ク
は
少
な
く
な
か
っ
た
。

　

こ
の
様
な
形
で
魚
糶
場
も
し
く
は
魚
問
屋
株
を
藩
に
公
許
し
て
も
ら
う
事
例

は
、
浦
方
困
窮
に
対
す
る
仕
組
の
一
環
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
埴
生
浦
の
場
合

も
こ
れ
に
該
当
し
た
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
先
述
し
た
よ
う
な
港
湾
修
築
経

費
捻
出
を
目
的
と
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
従
来
の

個
別
的
な
漁
獲
物
売
却
を
止
め
、
わ
ざ
わ
ざ
運
上
銀
上
納
の
義
務
を
負
っ
て
ま

で
魚
糶
場
の
公
許
を
願
う
の
は
、漁
獲
物
流
通
の
効
率
を
高
め
る
目
的
以
外
に
、

浦
方
経
済
へ
の
寄
与
が
期
待
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
埴
生
浦
の
魚
糶
場
の

例
で
い
え
ば
、
運
上
銀
額
の
一
部
が
浦
方
へ
「
助
銀
」
と
し
て
交
付
さ
れ
る
と

い
う
取
り
決
め
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
こ
う
し
た
助
銀
は
、
浦
方
困
窮
の
際
に

は
仕
組
の
原
資
と
な
り
、
平
時
に
は
港
湾
修
築
な
ど
の
浦
方
振
興
経
費
に
充
て

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
埴
生
浦
の
請
負
人
が
、
漁
民
に
対
す
る
「
無
利
米
貸
付
」
を
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
る
点
は
特
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
仕
入
」
と

同
じ
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
埴
生
浦
は
冬
季
が
漁
閑

期
で
あ
り
、
こ
の
間
の
生
計
維
持
は
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
貸
与

さ
れ
る
米
穀
は
、
日
本
海
沿
岸
漁
村
で
多
く
見
ら
れ
た
「
越
年
米
」
と
い
う
仕

入
と
ほ
ぼ
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
貸
米
が
無
利
子
で
あ
っ
た
と
い

う
点
は
、
日
本
海
地
域
の
引
船
制
度
の
仕
入
が
基
本
的
に
無
利
子
で
行
わ
れ
て

四
〇



い
た
事
と
共
通
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
貸
米
は
、
糶
場
に
お

け
る
魚
代
か
ら
清
算
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
埴
生
浦
に
お
け
る
魚
糶
場
と
漁
民
の
関
係
は
、日
本
海
地
域
の「
引

船
制
度
」
に
原
理
的
に
は
よ
く
似
て
い
る
。
し
か
し
、
引
船
制
度
と
埴
生
浦
の

魚
糶
場
で
は
大
き
な
違
い
が
存
在
し
た
。
引
船
制
度
で
は
、
問
屋
と
漁
民
の
関

係
が
世
襲
的
・
支
配
的
な
強
固
な
も
の
で
あ
り
、
仕
入
も
漁
船
・
漁
具
・
釣
餌

か
ら
飯
米
に
至
る
必
要
物
資
全
般
に
及
ん
で
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
埴
生
浦
の

魚
糶
場
の
場
合
は
、
漁
民
と
請
負
人
の
関
係
が
必
ず
し
も
強
い
も
の
で
な
い
。

請
負
人
と
漁
民
の
関
係
は
、
あ
く
ま
で
も
数
年
間
の
「
契
約
」
に
過
ぎ
ず
、
仕

入
も
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、請
負
人
は
漁
民
に
対
し
て
強
い
支
配
力
・

強
制
力
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、こ
の
沙
汰
書
に
見
え
る
よ
う
な
、

魚
糶
場
を
通
さ
な
い
漁
獲
物
の
魚
仲
買
人
・
地
下
人
へ
の
直
売
が
横
行
す
る
の

で
あ
り
、
請
負
人
に
そ
れ
を
止
め
る
力
が
な
い
故
に
、
代
官
所
の
強
制
力
に
頼

ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
沙
汰
書
は
、
仕
入
と
魚
市
場
が
浦
方

の
漁
業
編
成
に
と
っ
て
一
定
の
役
割
を
有
す
る
も
の
の
、
問
屋
資
本
と
漁
民
が

相
対
的
な
関
係
に
あ
り
、
漁
民
が
仕
入
・
魚
市
場
か
ら
あ
る
程
度
自
立
し
て
い

る
と
い
う
、
瀬
戸
内
海
地
域
の
漁
村
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。

　

次
に
掲
げ
る
の
は
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
の
「
埴
生
浦
魚
糴

（
マ
マ
）場

請
負
締

書
（
21
）」

で
あ
り
、
埴
生
村
の
武
三
郎
が
魚
糶
場
の
請
負
人
と
な
っ
た
際
の
契

約
書
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

証
文

　

一
八
丸
五
貫
三
百
目

　
　
　

但	

、
当
未
ノ
年
よ
り
来
ル
亥
ノ
年
迄
五
ヶ
年
之
間
、
年
々
右
之
辻
十
二

月
十
五
日
を
限
無
滞
御
上
納
可
仕
候
事

　

一
米
五
拾
俵

　
　
　

但	

、
毎
年
十
二
月
廿
日
限
、
浦
方
漁
人
中
江
貸
付
之
分
、
是
迄
行
形
之

通
無
滞
貸
付
可
仕
候
事

　
　

此
質
物

　
　
　

道
田
村

　
　
　
　

田
三
畝
十
七
歩　

高
七
斗
四
升
七
合

　
　
　
　
（
十
二
筆
分
、
中
略
）

　
　
　

以
上
田
畠
数
九
反
八
畝
壱
歩

　
　
　
　
　
　
　

高
拾
五
石
四
合

　
　
　
　
　
　
　
　

右
武
三
郎
抱
之
分

　
　
（
請
人
太
吉
抱
え
の
田
三
反
三
畝
余
分
、
中
略
）

　
　

	

右
埴
生
浦
魚
糴
場
当
未
ノ
年
よ
り
来
ル
亥
ノ
年
迄
往
五
ヶ
年
之
間
、
壱
ツ

書
之
辻
宛
ニ
し
て
私
江
年
々
請
負
取
立
上
納
被
仰
付
難
有
奉
存
候
、
年
限

中
御
運
上
銀
御
物
限
少
茂
無
滞
御
上
納
可
申
上
候
、
万
一
不
埒
之
儀
茂
御

座
候
ハ
ヽ
、
書
入
之
質
物
被
召
上
、
其
余
及
不
足
候
時
ハ
不
依
何
品
御
取

揚
被
仰
付
候
而
茂
十
口
申
分
無
御
座
候
、
為
請
人
太
吉
・
駒
太
郎
両
人
相

立
証
文
差
上
置
申
所
如
件

　
　

安
政
六
未
ノ　
　
　
　

糴
場
請
負
方

　
　
　
　

三
月　
　
　
　
　
　
　

武
三
郎
（
印
）

　
　
　
　
　

畔
頭

四
一



　
　
　
　
　
　

小
太
郎
殿　
　
　
　
（
下
略
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
安
政
六
年
か
ら
五
年
間
、
武
三
郎
が
埴
生
浦
魚
糶
場
請
負

方
に
就
任
し
、
年
に
八
十
文
銭
五
貫
三
〇
〇
目
の
運
上
銀
上
納
を
請
け
負
っ
て

い
る
。「
注
進
案
」
に
よ
れ
ば
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
当
時
の
魚
糶
場

運
上
銀
が
銀
一
貫
三
六
七
匁
二
分
五
厘
で
あ
り
、
八
十
文
銭
と
銀
と
い
う
貨
幣

の
違
い
を
考
慮
し
て
も
、額
が
増
大
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
ち
な
み
に
、

明
治
二
・
三
年
（
一
八
六
九
～
七
〇
）
の
二
年
間
、
魚
糶
場
請
負
方
と
な
っ
た

埴
生
村
町
方
の
要
蔵
は
、
一
年
に
つ
き
札
銀
一
九
貫
一
五
匁
の
運
上
銀
で
あ

り
（
22
）、

さ
ら
に
増
大
し
て
い
る
。
幕
末
維
新
期
の
物
価
騰
貴
の
影
響
で
も
あ

ろ
う
が
、基
本
的
に
は
埴
生
浦
漁
業
が
活
況
を
呈
し
て
い
た
事
が
推
察
で
き
る
。

　

さ
て
、
武
三
郎
の
証
文
に
戻
る
と
、
運
上
銀
額
に
続
い
て
米
五
十
俵
（
約
二

十
石
）
が
掲
げ
ら
れ
、
こ
れ
を
浦
方
魚
人
中
へ
の
貸
付
に
引
当
て
る
事
が
明
記

さ
れ
て
い
る
。
毎
年
十
二
月
二
十
日
限
り
で
の
貸
付
と
あ
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る

「
越
年
米
」
に
該
当
す
る
仕
入
と
見
て
よ
い
。
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
に
抜

け
売
り
に
よ
る
動
揺
が
確
認
さ
れ
た
埴
生
浦
の
魚
糶
場
で
は
あ
る
が
、
漁
民
の

越
年
米
仕
入
に
対
す
る
需
要
は
依
然
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
仕
入
に
対
す
る

自
立
度
が
高
い
と
は
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
一
定
の
限
界
が
あ
っ
た
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　

続
い
て
記
載
さ
れ
る
「
質
物
」
と
は
、
請
け
負
っ
た
運
上
銀
に
対
す
る
担
保

物
件
で
あ
り
、
藩
に
対
す
る
請
負
の
場
合
は
広
く
確
認
で
き
る
事
例
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
不
漁
な
ど
で
契
約
し
た
運
上
銀
の
上
納
が
出
来
な
い
場
合
、
こ
の

担
保
に
掲
げ
た
田
畠
約
一
〇
反
を
売
却
し
て
定
額
の
運
上
銀
上
納
を
履
行
さ
せ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
定
の
資
産
を
有
す
る
富
裕
層
で
な
け
れ

ば
、
魚
糶
場
請
負
人
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
武
三
郎
お
よ
び

請
人
太
吉
の
提
示
し
た
質
物
田
畠
は
、
い
ず
れ
も
埴
生
村
内
の
も
の
で
あ
り
、

武
三
郎
が
埴
生
村
内
部
の
人
間
で
あ
っ
た
事
が
分
か
る
。
明
治
初
年
の
請
負
人

で
あ
る
要
蔵
も
埴
生
村
町
方
の
人
間
で
あ
り
、
埴
生
浦
魚
糶
場
請
負
人
は
基
本

的
に
は
埴
生
村
内
の
者
が
勤
め
て
い
た
よ
う
だ
。
一
応
、
埴
生
浦
に
お
け
る
請

負
人
は
、
漁
民
と
地
縁
的
な
関
係
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

（
23
）。

四
、
明
治
十
九
年
「
魚
市
場
慣
行
調
」
に
見
る
埴
生
浦
魚
糶
場

　

明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
十
二
月
二
十
六
日
、
山
口
県
は
勧
酉
発
第
七
四

三
号
達
に
よ
り「
水
産
ノ
繁
殖
ヲ
図
ル
ガ
為
メ
魚
市
場
ノ
現
行
業
務
及
旧
慣
等
」

の
調
査
を
各
郡
役
所
に
命
じ
た
。
こ
の
結
果
、
各
地
の
魚
市
場
か
ら
提
出
さ
れ

た
調
書
を
ま
と
め
た
も
の
が
明
治
十
九
年
「
魚
市
場
慣
行
調

（
24
）」

で
あ
る
。

こ
の
調
書
は
、
廃
藩
か
ら
二
十
年
近
く
経
過
し
て
い
る
も
の
の
、
藩
政
時
代
の

魚
市
場
の
旧
慣
を
伝
え
る
内
容
を
多
く
含
ん
で
お
り
、
非
常
に
重
要
な
史
料
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
厚
狭
郡
役
所
が
明
治
十
九
年
三
月
二
十
九
日
に
山
口
県
勧

業
課
に
提
出
し
た
埴
生
浦
の
「
魚
市
場
現
行
業
務
及
旧
慣
等
御
届
」
を
分
析
し

て
、
近
世
期
の
状
況
を
う
か
が
う
手
が
か
り
と
し
た
い
。

　

ま
ず
、
冒
頭
の
「
市
場
創
設
年
月
日
及
位
置
変
換
ニ
係
ル
諸
件
」
と
い
う
下

問
に
対
し
、
埴
生
浦
の
回
答
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

市
場
創
設
ノ
年
月
日
ハ
不
詳
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
、当
浦
古
老
ノ
説
ニ
拠
レ
ハ
、

往
昔
赤
間
関
網
屋
某
当
浦
魚
人
ノ
捕
獲
シ
タ
ル
魚
類
ヲ
集
メ
テ
糶
売
ノ
方

四
二



法
ヲ
設
ケ
タ
リ
、
而
シ
テ
市
場
位
置
ハ
往
昔
ヨ
リ
埴
生
村
字
埴
生
浦
海
浜

也

　

埴
生
浦
は
近
世
期
に
何
度
か
の
火
災
に
罹
災
し
て
浦
方
史
料
の
伝
存
に
乏
し

い
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
化
政
期
頃
に
創
設
さ
れ
た
思
わ
れ
る
魚
糶
場
の
記
載
は

な
く
「
不
詳
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
注
目
す
べ
き
は
、「
往
昔
、
赤
間
関

の
網
屋
某
が
、
埴
生
浦
漁
民
の
漁
獲
物
を
集
め
て
糶
売
の
方
法
を
開
始
し
た
」

と
す
る
古
老
の
伝
承
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
藩
の
公
許
に
よ
る
魚
糶
場
請
負
制
度

が
始
ま
る
以
前
の
埴
生
浦
の
魚
市
場
の
状
況
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
地
理

的
に
赤
間
関
（
下
関
）
に
近
い
埴
生
浦
に
は
、
古
く
か
ら
下
関
の
商
業
資
本
が

進
出
し
、
漁
獲
物
の
集
荷
を
行
っ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
埴

生
浦
漁
民
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
下
関
に
販
路
を
有
す
る
こ
と
で
、
浦
方
内
部
の

特
定
の
問
屋
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
比
較
的
自
立
性
の
高
い
漁
業
経
営
（
下

関
商
人
が
浦
方
外
部
資
本
ゆ
え
に
漁
業
経
営
の
細
部
ま
で
拘
束
さ
れ
な
い
と
い

う
意
味
に
お
い
て
）
を
個
々
に
実
現
で
き
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
商
品
経

済
の
浸
透
度
の
高
い
瀬
戸
内
海
地
域
な
ら
で
は
の
状
況
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

漁
船
数
が
増
加
す
る
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
、
個
別
分
散
的
あ
る

い
は
外
部
資
本
と
の
関
係
に
依
拠
し
た
漁
獲
物
売
却
の
在
り
方
に
は
限
界
が
生

じ
る
よ
う
に
な
り
、
一
方
で
、
不
漁
な
ど
で
浦
方
が
困
窮
す
る
よ
う
に
な
っ
た

結
果
、
魚
糶
場
請
負
制
度
が
導
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

続
い
て
「
市
場
ノ
所
有
主
及
変
換
ニ
係
ル
諸
件
」
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
対
す
る
埴
生
浦
の
回
答
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

市
場
所
有
主
無
之
、
旧
藩
中
ハ
凡
五
ヶ
年
間
ヲ
一
期
ト
シ
投
票
ニ
テ
一
ヶ

年
上
納
金
高
札
ヲ
以
テ
営
業
人
ヲ
定
ム
ル
ノ
方
法
ナ
リ

　

市
場
に
所
有
主
は
存
在
せ
ず
、
藩
政
期
中
は
約
五
年
を
一
期
と
し
て
上
納
金

高
札
の
者
を
営
業
人
に
定
め
る
と
い
う
制
度
は
、
先
述
し
た
運
上
銀
入
札
額
の

多
寡
で
魚
糶
場
請
負
人
を
定
め
る
と
い
う
制
度
に
他
な
ら
な
い
。
明
治
期
に
入

り
税
制
が
変
わ
っ
た
事
で
、
運
上
銀
入
札
額
の
多
寡
で
請
負
人
を
選
定
す
る
方

式
は
無
く
な
っ
た
が
、魚
糶
場
請
負
の
制
度
自
体
は
埴
生
浦
で
存
続
し
て
い
た
。

そ
れ
を
示
す
史
料
が
、「
市
場
主
ト
漁
人
ト
ノ
間
売
買
ノ
契
約
若
ク
ハ
申
合
セ

ノ
諸
件
」
と
い
う
設
問
に
対
す
る
回
答
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
定
約
証
書
」

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
一
月
に
、
市
場
営
業
人
（
藩

政
期
で
言
う
と
こ
ろ
の
魚
糶
場
請
負
人
）
と
埴
生
浦
漁
人
惣
代
中
の
間
で
交
わ

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
全
文
を
掲
げ
る
。

　
　
　
　
　

定
約
証
書

　

第	

一
条　

市
場
請
負
年
限
ノ
義
ハ
先
六
ヶ
年
ト
相
定
、
波
戸
負
債
金
弁
償
ヲ

終
サ
レ
ハ
年
限
相
増
可
申
、
尤
年
限
中
ト
雖
ト
モ
負
債
金
償
却
ノ
上
ハ
、

其
年
限
内
更
ニ
定
約
取
消
可
申
候
事

　

第	

二
条　

売
揚
高
十
分
ノ
一
、
一
時
市
場
へ
預
ケ
置
、
左
之
割
合
ヲ
以
テ
配

賦
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　

	

一
時
預
リ
口
銭
ノ
内
百
分
ノ
三
三
市
場
税
金
其
外
ト
シ
テ
営
業
者
ヨ
リ

上
納
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　

	
前
同
上
口
銭
ノ
内
百
分
ノ
二
波
戸
負
債
金
ヘ
償
却
ス
、
盆
暮
両
度
営
業

者
・
浦
方
一
同
債
主
ヘ
罷
出
相
納
ム
ヘ
キ
事

　
　
　

	

前
同
上
口
銭
ノ
内
百
分
ノ
一
二
浦
方
立
戻
シ
金
ト
シ
テ
盆
暮
両
度
払
渡

四
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ス
モ
ノ
ト
ス

　
　
　

前
同
上
口
銭
ノ
内
百
分
ノ
三
五
市
場
営
業
者
ノ
得
益
ト
ス

　

第	
三
条　

浦
方
立
戻
金
配
賦
ノ
義
ハ
、
各
自
日
々
水
揚
帳
ノ
前
ヲ
以
テ
営
業

者
ニ
於
テ
計
算
シ
、
直
ニ
返
賦
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　

第	

四
条　

浦
方
資
本
金
ト
シ
テ
漁
船
壱
艘
ニ
付
金
弐
円
宛
貸
与
シ
タ
ル
金
員

ハ
、
本
年
二
月
ヨ
リ
九
月
迄
月
別
壱
艘
ニ
付
三
拾
銭
宛
、
捕
魚
売
却
代
金

ノ
内
ヲ
以
テ
営
業
者
ヘ
払
渡
ス
モ
ノ
ト
ス

　

第	

五
条　

市
場
開
閉
時
限
ハ
毎
日
両
度
午
前
七
時
ヨ
リ
八
時
迄
、
十
時
ヨ
リ

十
一
時
迄
ヲ
以
テ
ス

　

第	

六
条　

捕
魚
売
却
方
ハ
、
年
中
棚
糶
ト
シ
、
売
捌
代
金
ハ
市
場
営
業
者
請

取
、
漁
夫
ヘ
払
渡
ス
モ
ノ
ト
ス

　

第	

七
条　

漁
夫
ヨ
リ
魚
貝
類
ヲ
直
売
ス
ル
ヲ
不
許
、
必
市
場
ヘ
持
出
シ
営
業

者
ヘ
売
却
ヲ
依
託
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　

第	

八
条　

抜
売
シ
タ
ル
者
発
見
セ
シ
時
ハ
其
筋
ヘ
届
出
、
脱
税
者
ト
見
ナ
シ

官
ノ
御
処
分
ヲ
仰
ク
ヘ
シ
、
其
手
数
諸
入
費
ハ
脱
税
者
ノ
負
担
タ
ル
ベ
シ

　

第	

九
条　

他
所
ヨ
リ
持
来
ル
魚
類
ハ
二
月
十
五
日
ヨ
リ
十
月
廿
九
日
迄
ハ
市

場
ニ
於
テ
取
扱
ヲ
セ
ズ
、
十
一
月
一
日
ヨ
リ
翌
年
二
月
十
四
日
迄
ハ
市
場

法
ヲ
以
テ
売
却
ス
ル
モ
差
支
リ
無
之
候
事

　

	

前
条
々
定
約
取
結
ヒ
タ
ル
上
ハ
決
テ
違
背
致
間
敷
、
万
一
不
正
ノ
所
業
於
有

之
ハ
其
筋
ノ
御
処
分
ヲ
仰
ク
ヘ
キ
、
依
テ
後
年
正
直
ヲ
証
ス
ル
為
メ
署
名
捺

印
ス
ル
モ
ノ
也

　
　

明
治
十
七
年　
　
　
　
　
　
　

厚
狭
郡
埴
生
村
市
場
営
業
人

　
　
　
　
　

一
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

士
野
泰
輔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

埴
生
浦
漁
人
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜
代
浜
重
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
嶋
市
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
本
要
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

保
証
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
中
清
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
崎
伝
二
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
本
徳
左
衛
門

　

こ
の
定
約
証
書
は
、
近
世
期
の
埴
生
浦
の
魚
糶
場
の
性
格
を
見
る
上
で
、
非

常
に
興
味
深
い
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
ま
ず
第
一
条
で
は
、
こ
の
時
の
魚

市
場
請
負
年
限
が
六
年
間
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、「
波
戸
負
債
金
弁
償
」
次

第
で
は
、
契
約
年
限
の
延
長
も
し
く
は
短
縮
も
あ
る
事
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。

波
戸
負
債
弁
償
金
と
は
、
埴
生
浦
に
よ
る
波
戸
築
造
（
港
湾
整
備
）
の
際
に
融

資
を
受
け
た
債
主
へ
借
金
を
償
還
す
る
こ
と
を
指
す
。
第
二
条
に
よ
れ
ば
、
魚

市
場
営
業
者
は
、
漁
獲
物
売
上
高
の
一
〇
％
を
口
銭
と
し
て
預
か
る
が
、
そ

の
う
ち
二
％
は
波
戸
負
債
金
償
却
に
充
当
さ
れ
る
契
約
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
先

の
文
政
三
年
の
沙
汰
書
に
見
え
た
浦
手
へ
の
助
銀
に
相
当
す
る
も
の
と
見
て
よ

い
。こ
の
償
還
の
遅
速
に
よ
っ
て
請
負
年
限
も
変
更
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

こ
の
契
約
の
主
導
権
が
漁
民
の
側
に
あ
っ
た
事
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
条
に
戻
っ
て
一
〇
％
の
口
銭
の
内
訳
を
見
れ
ば
、
三
・
三
％
は
税
金
、

二
％
が
先
述
の
波
戸
負
債
金
償
還
、
一
・
二
％
が
浦
方
立
戻
金
、
そ
し
て
三
％

四
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が
営
業
者
の
利
益
金
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
税
金
や
波
戸
負
債
金
は
、
埴
生
浦

の
漁
獲
高
に
応
じ
て
魚
市
場
営
業
人
が
取
り
ま
と
め
る
こ
と
で
、
徴
税
・
集
金

の
利
便
性
を
高
め
る
効
果
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
浦
方
立
戻
金
は
、
徴
収
し
た
口

銭
の
一
部
を
漁
民
に
返
却
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
来
は
、
こ
の
部
分
か
ら
仕
入

前
貸
の
清
算
を
行
い
、
残
余
を
個
々
の
漁
民
に
割
り
戻
す
性
格
の
も
の
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
が
、
第
三
条
に
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
は
漁
民
に

対
す
る
配
当
金
の
様
な
性
格
に
変
化
し
て
い
る
。

　

第
四
条
に
よ
れ
ば
、
魚
市
場
営
業
人
は
、
浦
方
資
本
金
と
い
う
名
目
で
漁
船

一
艘
に
つ
き
金
二
円
を
前
貸
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
仕
入
に
該
当
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
清
算
は
、
二
月
か
ら
九
月
ま
で
の
八
ヶ
月
間
、
漁
船
一
艘
に
つ

き
毎
月
三
〇
銭
宛
を
漁
獲
物
売
却
代
金
か
ら
差
引
い
て
営
業
人
へ
払
い
渡
す
取

り
決
め
で
あ
っ
た
。
こ
れ
だ
と
二
円
の
前
貸
に
対
し
て
二
円
四
〇
銭
を
清
算
す

る
計
算
に
な
る
か
ら
、
利
子
が
付
い
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

こ
れ
以
外
の
仕
入
、
特
に
近
世
期
に
確
認
さ
れ
た
飯
米
仕
入
に
関
し
て
は
、
こ

の
契
約
書
に
見
え
な
い
の
で
、
こ
の
時
期
に
ど
う
な
っ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ

る
。

　

第
五
条
・
第
六
条
で
は
、
当
時
の
魚
市
場
の
開
設
時
間
、
糶
売
の
形
態
な
ど

が
記
載
さ
れ
る
が
、
第
六
条
に
見
え
る
「
棚
（
店
）
糶
」
に
つ
い
て
は
、「
市

場
ニ
テ
糶
売
ノ
仕
方
及
計
算
ノ
始
末
」
と
い
う
設
問
に
、「
糶
売
ノ
仕
方
ハ
、

契
約
書
ニ
ハ
棚
糶
ト
記
載
シ
タ
レ
ト
モ
有
名
無
実
ニ
シ
テ
、
実
際
ハ
平
糶
ト
唱

ヘ
、
漁
船
帰
着
次
第
浜
辺
ニ
魚
類
ヲ
陣（

陳
）列

シ
各
勝
手
ニ
売
却
シ
、
売
揚
高
ヲ
市

場
ヘ
報
告
ス
ル
ノ
法
ナ
リ
」
と
回
答
し
て
い
る
。
実
際
に
は
棚
糶
で
は
な
く
、

漁
船
が
漁
か
ら
帰
る
ご
と
に
浜
辺
で
糶
を
行
う
「
平
糶
」
で
あ
っ
た
。「
各
々

が
勝
手
に
売
却
し
、
売
上
高
を
市
場
営
業
人
ヘ
報
告
す
る
」
と
い
う
形
態
は
、

漁
民
側
の
主
導
権
が
強
か
っ
た
事
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

た
だ
、
第
七
条
・
八
条
に
見
え
る
よ
う
に
、
漁
民
の
直
売
は
厳
禁
さ
れ
、
抜

け
売
り
を
行
っ
た
者
は
脱
税
者
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ

れ
が
遵
守
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
漁
獲
物
売
却
は
必
ず
魚
市

場
を
通
す
と
い
う
の
が
、
時
代
は
変
わ
っ
て
も
や
は
り
大
原
則
で
あ
っ
た
。

　

第
九
条
は
、
埴
生
浦
漁
民
以
外
の
他
所
漁
民
が
持
ち
込
む
漁
獲
物
の
取
り
扱

い
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
二
月
十
五
日
か
ら
十
月
二
十
九
日
ま
で
は
一
切
取

り
扱
わ
ず
、
そ
れ
以
外
の
期
間
で
あ
れ
ば
取
り
扱
う
と
い
う
の
は
、
先
述
し
た

埴
生
浦
の
漁
期
と
関
係
し
て
い
る
。
明
治
十
年
代
に
お
い
て
も
、
埴
生
浦
は
十

一
月
か
ら
二
月
十
四
日
ま
で
が
漁
閑
期
（
休
漁
期
）
で
あ
り
、
こ
の
時
期
で
あ

れ
ば
他
浦
か
ら
の
魚
の
持
込
を
認
め
る
が
、
漁
期
中
は
そ
れ
を
一
切
排
除
す
る

方
針
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
こ
の
埴
生
浦
「
魚
市
場
現
行
業
務
及
旧
慣
等
御
届
」
に
は
、
明
治

十
三
年
か
ら
十
七
年
ま
で
の
五
年
分
の
税
額
、
漁
獲
物
水
揚
高
の
報
告
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
埴
生
浦
の
漁
勢
を
う
か
が
う
参
考
と
し
て
、
以
下

に
こ
れ
を
掲
げ
て
お
く
。

○
明
治
十
三
年
ヨ
リ
同
十
七
年
迄
五
ヶ
年
間
年
々
税
金
額

右
五
ヶ
年
間
税
額
ハ
、
記
録
紛
失
ニ
付
明
瞭
ニ
相
分
不
申
、
市
場
関
係
ノ

者
取
調
候
処
、
十
三
年
ヨ
リ
十
六
年
迄
ハ
凡
百
円
内
外
ノ
税
額
ニ
テ
、
十

七
年
分
六
拾
九
円
三
拾
九
銭
也

四
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○
明
治
十
三
年
ヨ
リ
同
十
七
年
迄
五
ヶ
年
間
年
々
揚
リ
高

右
五
ヶ
年
間
揚
リ
高
ハ
、
前
条
税
額
ト
同
敷
諸
帳
簿
更
ニ
保
存
不
致
候
間

明
瞭
ニ
不
相
分
候
得
共
、十
三
年
ヨ
リ
十
六
年
迄
ハ
凡
三
千
円
内
外
ニ
テ
、

十
七
年
ハ
弐
千
三
百
拾
三
円
也

五
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
埴
生
浦
の
魚
糶
場
と
仕
入
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、

そ
の
特
徴
に
つ
い
て
、
長
門
国
日
本
海
地
域
の
引
船
制
度
（
阿
武
郡
江
崎
浦
の

事
例
を
中
心
と
す
る
）
と
比
較
し
な
が
ら
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
は
じ
め
に
指
摘
し
た
い
の
が
、
魚
市
場
と
漁
民
の
関
係
性
で
あ
る
。
埴

生
浦
の
魚
糶
場
は
、
入
札
に
よ
る
請
負
制
で
あ
り
、
請
負
年
限
も
数
年
と
い
う

流
動
的
な
形
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
埴
生
浦
の
魚
糶
場
請
負
人
と
漁
民
の

関
係
は
相
対
的
で
あ
り
、
時
限
的
な
契
約
関
係
に
近
い
も
の
に
な
り
や
す
か
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
引
船
制
度
で
は
、
問
屋
と
漁
民
の
関
係
は
、
前
者
が
後

者
の
戸
籍
を
管
理
し
て
世
襲
的
・
固
定
的
に
支
配
・
扶
助
す
る
と
い
う
一
種
の

主
従
関
係
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
引
船
制
度
で
は
魚
市
場
と
漁
民

の
関
係
は
強
固
で
あ
っ
た
が
、
逆
に
埴
生
浦
の
魚
糶
場
請
負
制
は
緩
や
か
な
関

係
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
た
魚
市
場
と
漁
民
の
関
係
の
度
合
い
を
規
定
す
る
の
が
、
仕
入
の
在

り
方
で
あ
る
。
今
回
の
埴
生
浦
の
分
析
で
は
、
魚
糶
場
請
負
人
が
漁
民
に
対
す

る
仕
入
を
行
っ
て
い
た
事
実
が
確
認
で
き
た
。
近
世
期
に
は
漁
閑
期
の
越
年
米

と
思
わ
れ
る
無
利
貸
米
、
明
治
初
年
に
は
漁
船
ご
と
に
前
貸
さ
れ
た
浦
方
資
本

金
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
仕
入
は
、
漁
業
の
再
生
産
に
対
し
て

ほ
ん
の
一
部
を
補
填
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
漁
民
の
仕
入
に
対
す
る
依
存
度
は

低
い
。
こ
れ
に
対
し
て
引
船
制
度
の
場
合
は
、
漁
船
の
新
造
経
費
の
ほ
か
、
漁

具
・
釣
餌
に
至
る
ま
で
、
漁
業
の
必
要
経
費
全
般
を
無
利
子
で
前
貸
し
て
い
た
。

さ
ら
に
、
漁
閑
期
の
越
年
米
、
不
漁
期
の
飯
米
な
ど
、
漁
民
の
家
族
を
含
め
て

全
般
的
に
扶
養
す
る
の
が
引
船
制
度
の
仕
入
で
あ
っ
た
。
こ
の
全
面
的
な
仕
入

こ
そ
、引
船
制
度
に
お
け
る
魚
市
場
と
漁
民
の
緊
密
な
関
係
を
生
む
源
で
あ
り
、

逆
に
埴
生
浦
の
よ
う
な
限
定
的
仕
入
で
は
、
両
者
の
関
係
性
が
希
薄
の
も
の
と

な
る
の
は
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
漁
民
の
仕
入
に
対
す
る
依
存
度
の
違
い
は
な
ぜ
生
じ
た
の
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
日
本
海
と
瀬
戸
内
海
と
い
う
二
つ
の
海
域
に
お
け

る
商
品
経
済
発
展
度
の
差
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
一
般
に
萩
藩
領
で
は
、
日
本

海
地
域
に
比
し
て
瀬
戸
内
海
地
域
の
方
が
商
品
経
済
の
発
展
が
著
し
か
っ
た
と

い
わ
れ
る
。
そ
の
瀬
戸
内
海
地
域
に
属
す
る
埴
生
浦
は
、
近
在
の
流
通
拠
点
で

あ
る
下
関
に
近
く
、
な
お
か
つ
山
陽
道
の
宿
場
町
で
あ
る
厚
狭
市
・
吉
田
市
を

後
背
地
に
控
え
、
古
来
よ
り
漁
獲
物
の
販
路
に
恵
ま
れ
て
い
た
。
特
に
吉
田
宰

判
に
は
梶
浦
と
埴
生
浦
し
か
浦
方
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
内
陸
部

諸
村
へ
の
魚
類
供
給
も
盛
ん
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。こ
う
し
た
好
条
件
か
ら
、

埴
生
浦
で
は
比
較
的
自
立
的
な
漁
業
経
営
が
可
能
で
あ
り
、
日
本
海
地
域
の
よ

う
な
全
面
的
な
仕
入
へ
の
依
存
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
っ
て
も
、
瀬
戸
内
海
地
域
の
埴
生
浦
漁
民
は
、
全
く
仕
入
に
依
存
し

て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
冬
季
に
漁
閑
期
の
飯
米
確
保
は
重
要
な
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課
題
で
も
あ
り
、
一
定
度
の
仕
入
は
必
要
と
し
て
い
た
。
魚
市
場
を
浦
方
内
部

に
設
け
、
漁
獲
物
販
売
や
代
金
回
収
の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
、
な
お
か
つ
浦
方

経
済
の
補
助
を
図
る
と
い
う
の
が
、
埴
生
浦
魚
糶
場
設
置
の
最
大
の
目
的
で

あ
っ
た
の
は
事
実
だ
が
、
一
方
で
、
仕
入
と
い
う
漁
業
金
融
を
確
保
す
る
意
義

も
決
し
て
少
な
く
は
な
か
っ
た
。
依
存
度
に
差
異
は
あ
る
と
は
い
え
、
瀬
戸
内

海
地
域
の
漁
業
編
成
に
お
い
て
も
、
仕
入
は
あ
る
程
度
の
重
要
性
を
持
っ
て
い

た
の
は
間
違
い
な
い
。

　

な
お
、
以
上
の
考
察
は
、
埴
生
浦
と
い
う
瀬
戸
内
海
地
域
の
一
漁
村
の
事
例

に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
を
も
っ
て
瀬
戸
内
海
地
域
に
お
け
る
仕
入
と
魚
市
場
の
地
域

類
型
を
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
後
も
瀬
戸
内
海
地
域
の
諸
浦
に
お
け

る
仕
入
と
魚
市
場
の
実
態
解
明
を
進
め
、
そ
の
地
域
類
型
の
析
出
に
努
め
る
こ

と
を
課
題
と
し
た
い
。

【
註
】

（
１
）
近
世
漁
業
に
お
け
る
「
仕
入
」
に
関
し
て
は
、古
く
は
二
野
瓶
徳
夫
『
漁

業
構
造
の
史
的
展
開
』
第
二
章
「
水
産
物
流
通
の
発
展
と
問
屋
資
本
の
運

動
法
則
」（
お
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
二
年
）、
近
年
で
は
後
藤
雅
知
『
近

世
漁
業
社
会
構
造
の
研
究
』
第
Ⅰ
部
「
漁
獲
物
の
流
通
と
請
浦
」（
山
川

出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
の
研
究
が
あ
る
が
、
多
く
は
都
市
へ
の
漁

獲
物
集
荷
や
流
通
掌
握
と
い
う
観
点
か
ら
、
漁
村
外
部
の
問
屋
資
本
に
よ

る
仕
入
の
分
析
が
中
心
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
本
稿
で
は
、
漁
村
内
部

に
お
い
て
漁
民
に
対
し
直
接
行
わ
れ
る
「
仕
入
」
の
局
面
に
着
目
し
、
漁

業
の
再
生
産
構
造
と
漁
民
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

（
２
）
引
船
制
度
に
関
し
て
は
、
古
く
は
大
正
期
に
楠
美
一
陽
『
山
口
県
豊
浦

郡
水
産
史
』（
一
九
一
五
年
、
一
九
八
〇
年
に
マ
ツ
ノ
書
店
よ
り
復
刻
）

が
豊
浦
郡
漁
業
の
特
徴
と
し
て
見
出
し
て
お
り
、
近
年
で
は
伊
藤
彰
「
長

門
江
崎
浦
中
野
清
巳
談
話
（
二
）」（
梅
光
女
学
院
大
学
『
地
域
文
化
研
究
』

一
四
号
、
一
九
九
年
）
が
あ
る
。
特
に
伊
藤
の
研
究
は
、
聞
取
調
査
な
ど

の
民
俗
学
的
考
察
も
ふ
ま
え
、
近
代
以
降
に
引
船
制
度
が
解
体
し
て
い
く

過
程
ま
で
を
詳
述
し
て
お
り
、
参
考
に
す
べ
き
点
が
多
い
。

（
３
）
筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
、拙
稿
「
長
門
北
浦
「
引
船
制
度
」
に
関
す
る
覚
書
」

（『
や
ま
ぐ
ち
学
の
構
築
』
創
刊
号
、二
〇
〇
五
年
）
お
よ
び
『
山
口
県
史
・

史
料
編
・
近
世
４
』
解
説
（
山
口
県
、
二
〇
〇
八
年
）
に
お
い
て
、
長
門

国
阿
武
郡
江
崎
浦
の
引
船
制
度
の
概
要
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
拙
稿

「
近
世
長
門
に
お
け
る
対
馬
出
漁
と
そ
の
特
徴
」（
科
学
研
究
費
補
助
金
報

告
書
『
近
世
西
日
本
地
域
に
お
け
る
他
国
出
漁
史
の
研
究
』
所
収
、
二
〇

〇
四
年
）
で
は
、
同
国
豊
浦
郡
諸
浦
の
引
船
問
屋
が
仕
入
に
よ
っ
て
対
馬

出
漁
船
団
を
編
成
し
、
そ
の
漁
獲
物
流
通
を
掌
握
し
て
い
た
事
例
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
な
お
、
江
崎
浦
の
引
船
制
度
に
関
し
て
は
、
現
在
、
詳

細
な
分
析
を
進
め
て
お
り
、
近
く
公
表
予
定
で
あ
る
。

（
４
）
宮
本
常
一
『
瀬
戸
内
海
の
研
究
』（
未
来
社
、
一
九
六
五
年
）
六
一
六

頁
お
よ
び
伊
藤
彰
前
掲
論
文
。

（
５
）
伊
藤
彰
前
掲
論
文
。
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（
６
）「
埴
生
」
は
、
史
料
上
、「
土
生
」
や
「

生
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
る
場

合
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
全
て
「
埴
生
」
に
統
一
し
た
。

（
７
）
県
庁
伝
来
旧
藩
記
録
二
八
二
「
長
門
三
井
但
馬
・
蔵
田
与
三
兵
衛
検
見

帳
」（
山
口
県
文
書
館
所
蔵
）。

（
８
）
県
庁
伝
来
旧
藩
記
録
二
八
四
「
長
門
寛
永
弐
年
坪
付
帳
」（
山
口
県
文

書
館
所
蔵
）。

（
９
）
貞
享
検
地
の
浦
石
は
、享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
舸
子
役
割
符
「
覚
」（
山

口
県
文
書
館
編
『
山
口
県
史
料　

近
世
編
法
制
上
』
一
九
七
六
年
、
六
九

二
～
七
〇
四
頁
）
に
よ
る
。
原
史
料
は
毛
利
家
文
庫
・
法
令
一
三
五
「
諸

御
書
付
二
十
八
冊
」
二
四
（
山
口
県
文
書
館
所
蔵
）。

（
10
）『
防
長
地
下
上
申
』第
三
巻（
山
口
県
地
方
史
学
会
、一
九
七
九
年
）所
収
。

（
11
）『
防
長
風
土
注
進
案
』十
六
巻
吉
田
宰
判（
山
口
県
文
書
館
、一
九
六
一
年
）

所
収
。

（
12
）
た
だ
し
、明
治
二
十
六
年
「
旧
藩
漁
業
制
度
取
調
書
」（
山
口
県
庁
文
書
・

戦
前
Ａ
農
業
五
〇
六
、
山
口
県
文
書
館
所
蔵
）
の
埴
生
浦
の
上
申
に
よ
れ

ば
、「
東
ハ
本
山
鼻
ヨ
リ
西
ハ
彦
島
周
囲
ノ
海
面
ニ
於
テ
漁
業
ヲ
ナ
ス
ベ

キ
権
」
が
埴
生
浦
に
付
与
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
だ
と
、
東

隣
の
梶
浦
や
長
府
藩
領
の
漁
場
を
侵
害
す
る
事
に
な
っ
て
し
ま
い
、
疑
問

で
あ
る
。
明
治
二
十
六
年
頃
の
主
張
で
あ
る
か
ら
、
近
世
期
の
実
態
と
即

断
す
る
の
は
避
け
た
い
と
思
う
。

（
13
）
春
定
は
、
萩
藩
に
お
け
る
定
免
法
に
よ
る
年
貢
割
り
付
け
を
指
す
用
語

だ
が
、
こ
こ
で
は
年
頭
の
漁
業
取
り
決
め
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
14
）
前
掲
「
旧
藩
漁
業
制
度
取
調
書
」。
た
だ
し
、
明
治
期
の
筆
写
史
料
で

あ
る
か
ら
、
史
料
と
し
て
の
質
に
は
や
や
難
が
あ
る
。

（
15
）
前
掲
「
旧
藩
漁
業
制
度
取
調
書
」。

（
16
）
前
掲
『
防
長
地
下
上
申
』
第
三
巻
所
収
。

（
17
）
前
掲
『
防
長
風
土
注
進
案
』
十
六
巻
「
末
益
村
」。

（
18
）
河
崎
家
文
書
六
八
四
「
厚
狭
市
・
吉
田
市
魚
問
屋
御
証
拠
物
」（
山
口

県
文
書
館
所
蔵
）。
河
崎
家
は
吉
田
宰
判
大
嶺
村
西
分
の
四
郎
ヶ
原
宿
の

豪
農
で
、
幕
末
期
に
吉
田
宰
判
大
庄
屋
を
勤
め
た
関
係
か
ら
、
こ
の
史
料

が
伝
存
し
て
い
る
。
な
お
、
吉
田
市
の
魚
問
屋
に
関
す
る
願
書
も
含
ま
れ

る
が
、
虫
損
が
激
し
く
閲
覧
不
能
の
た
め
、
厚
狭
市
の
願
書
の
み
を
取
り

上
げ
る
。

（
19
）「
御
書
付
其
外
後
規
要
集
」
十
八
（
山
口
県
文
書
館
編
『
山
口
県
史
料

近
世
編
法
制
下
』
一
九
七
七
年
、
五
一
九
～
二
〇
頁
）。
原
史
料
は
毛
利

家
文
庫
・
法
令
一
五
九「
御
書
付
其
外
後
規
要
集
」（
山
口
県
文
書
館
所
蔵
）。

（
20
）
県
庁
伝
来
旧
藩
記
録
・
宰
判
本
控
八
三
「
吉
田
宰
判
本
控
」（
山
口
県

文
書
館
所
蔵
）。

（
21
）
前
掲
・
河
崎
家
文
書
六
八
五
。
な
お
、近
世
の
史
料
で
は
「
糶
（
せ
り
）」

の
字
を「
糴（
か
い
よ
ね
）」と
誤
用
す
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。本
稿
で
は
、

史
料
上
の
「
糴
」
は
原
文
の
ま
ま
と
し
、
本
文
で
は
「
糶
」
を
用
い
た
。

（
22
）
前
掲
・
河
崎
家
文
書
八
一
七
「
埴
生
浦
魚
糴
場
御
運
上
請
負
方
同
村
要

蔵
質
物
証
文
」。

（
23
）
瀬
戸
内
海
地
域
で
は
、
こ
う
し
た
魚
糶
場
・
魚
問
屋
を
村
外
の
者
が
請
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け
負
う
事
例
も
見
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
場
合
、
請
負
人
の
性
格
や
漁
民
と

の
関
係
も
異
な
っ
た
も
の
に
な
る
。

（
24
）
山
口
県
庁
文
書
・
戦
前
Ａ
農
業
五
一
〇
、
山
口
県
文
書
館
所
蔵
。

【
付
記
】
本
稿
は
平
成
二
二
～
二
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ｃ
）

「
仕
入
と
魚
市
場
を
指
標
に
見
る
近
世
漁
村
の
内
部
構
造
と
地
域
類
型
に
関
す

る
研
究
」（
研
究
代
表
者
・
木
部
和
昭
、
課
題
番
号
二
二
五
二
〇
六
七
四
）
の

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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